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障がいのある方など車の乗り降りや
移動に配慮の必要な方や妊産婦（妊
娠７か月以降）が、公共施設、店舗等
の指定された駐車場等に車を停めて、
安全かつ安心して施設を利用できるよ
う支援する制度が平成24年2月から
始まりました。
対象となる方に「ふくおか・まごころ
駐車場」の利用証を交付しています。
※利用証の交付条件は、障がいの等
級などにより異なりますので、詳し
くは、左記までお問い
合わせいただくか、県
庁ホームページをご
覧ください。

ふくおか・まごころ駐車場　検 索
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ライフステージに合った支援について

巡回相談事業（乳幼児育成指導事業）巡回相談事業（乳幼児育成指導事業）

新生児訪問・乳幼児健診・育児相談新生児訪問・乳幼児健診・育児相談
お子さんの発達に心配があるときは、いつでもご相談ください。相談
してみることで、さまざまな気づきや学びがあります。専門家に様子を
みてもらうことで適切なアドバイスをもらえます。
また、お子さんの発達不安だけではなく、保護者の育児不安などさま
ざまな子育ての悩みを相談できます。

療育における支援療育における支援

保育所（園）・幼稚園・認定こども園・特別支援学校 幼稚部保育所（園）・幼稚園・認定こども園・特別支援学校 幼稚部

さまざまな児童発達支援センターや小児のリハビリ施設のある病院な
どでは、それぞれ子ども達のためのカリキュラムを組み立てています。
リトミックや音楽療法など取り入れているところもあり、子ども達の発達
を促します。

「保育所（園）・幼稚園・認定こども園」では、お子さんの状況に応じて
先生の配置状況を調整することができます。ただし、園によって条件が
異なるので、各園に確認してください。
「特別支援学校 幼稚部」では、お子さんの状態に応じて、より専門的
な指導を行っています。

こども家庭課母子保健1係・2係（市役
所）の保健師と臨床心理士等が、市内の各
保育施設や幼稚園、こども園を訪問し、発
達が気になるお子さんへ早い時期から支援
を行えるようにしています。

乳幼児期乳幼児期

ふくおか・まごころ駐車場

赤色…車いす常時利用の身体障がいの 
 ある人で自ら運転する人
緑色…身体・知的・精神障がいのある人、 
 高齢者（要介護）、難病者
オレンジ色…妊産婦、けが人
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【申請・問い合わせ】
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 総務企画課

　　　　　　（飯塚総合庁舎2階）
☎0948-21-4911　fax0948-24-0186

【福岡県庁ホームページ】


